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福祉文教委員会資料 

平成29年9月20日提出 

 

飯塚市規則第 号 

飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則（改正案全文） 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、飯塚市奨学資金貸付基金条例(平成18年飯塚市条例第62号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(収入基準) 

第2条 条例第5条第3号に規定する収入基準以下の世帯は、奨学生の属する世帯の収

入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が

定める基準の例により算定した当該世帯の基準額の2.0倍の額以下の世帯とする。 

2 前項の収入は、奨学生と同一の生計にある者の所得額の合計から被扶養者につい

て別に定める額を控除した額とする。 

(貸付けの申請) 

第3条 条例第8条の規定により奨学資金の貸付けを受けようとする者(次条におい

て「申請者」という。)は、奨学資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」とい

う。)を別に定める期日までに提出しなければならない。 

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 世帯全員の住民票の写し 

(2) 所得を証する書類 

(3) 在学証明書 

(4) 前3号に掲げるもののほか、世帯の生計に関する書類で市長が必要と認める

もの 

(貸付けの決定通知等) 

第4条 奨学生を決定する場合において、条例第5条第4号ただし書に規定する別に定

めるものとは、次に掲げるものとする。 

(1) 高等学校等就学支援金の給付に関する法律(平成22年法律第18号)の規定に

よる支援金 

(2) 福岡県私立高校生等奨学給付金支給要綱の規定による給付金 
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2 奨学生の決定に当たっては、選抜試験その他の方法を用いて選考することができ

る。 

3 条例第8条第2項の規定により奨学生を決定したときは、採否を文書により申請者

に通知する。 

4 奨学生の決定を受けた者は、その通知を受けた日から30日以内に次に掲げる書類

を提出しなければならない。 

(1) 奨学資金借用証書 

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書 

(3) 奨学資金の貸付けに必要な書類 

5 特別な事情なく、奨学生の決定を受けた者が前項各号の書類を提出しないときは、

奨学資金の貸付を辞退したものとみなす。 

(連帯保証人) 

第5条 奨学生となった者は、独立して生計を営み、連帯して奨学資金の債務を負担

する能力を有する成年者2人を連帯保証人として立てなければならない。 

2 前項の場合において、奨学生が未成年であるときは、原則として、連帯保証人の

うち1人は保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。)とする。 

(奨学資金の貸付け) 

第6条 奨学資金は、年2回に分けてそれぞれ6箇月分ずつ貸し付けるものとする。た

だし、特別の事情がある場合は、この限りでない。 

2 条例第10条第1項の貸付けを休止する期間は、休学した日の属する月の翌月分か

ら復学した日の属する月の前月分までとする。 

3 休学により貸付けが休止され、既に貸付けた奨学資金があるときは、当該貸付け

奨学資金を返還しなければならない。 

(届出事項) 

第7条 条例第9条の規定による変更の届出の事由が生じたときは、変更届に変更の

内容を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

2 奨学生は、毎年4月における奨学生の資格を証するために必要な書類及び奨学資

金の貸付けに必要な書類を、5月31日までに市長に提出しなければならない。 

3 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、辞退届を速やかに市長

に提出しなければならない。 
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(貸付額の確定及び返還の通知) 

第8条 市長は、奨学生が貸付けを受けなくなったときは、奨学資金の貸付額を確定

し、返還額及び返還期間等を文書により奨学生に通知する。 

(返還の猶予) 

第9条 条例第12条の規定による返還の猶予については、次のいずれかに該当する者

とする。この場合において、返還の猶予を受けようとする者は、奨学資金返還猶

予申請書(様式第2号)にその理由を証する書類を添付して、猶予を希望する月まで

に提出し、猶予を受けなければならない。 

(1) 疾病等による療養のため入院等をせざるを得ない場合であって、著しく返還

が困難と認められるとき。 

(2) 在学する学校を卒業後に更に上級の学校に入ったとき。 

(3) その他特別の事情のため、返還が困難であると市長が認めるとき。 

(返還の免除) 

第10条 条例第13条の規定により返還の免除を受けようとする者は、奨学資金返還

免除申請書(様式第3号)にその理由を証する書類を添付して速やかに提出し、減免

を受けなければならない。ただし、同条第3号の規定による免除を受けようとする

者は、毎年度提出するものとする。 

2 条例第13条第3号の規定による返還の免除は、次の各号のいずれにも該当する者

とする。 

(1) 当該年度における最初の返還期日の属する月の前年の応当月から当該返還

期日の前日までの間に、奨学生が市内に住民票を有していた期間があること。 

(2) 現に支払うべき返還金がある場合においては、その返還に滞納がないこと。 

(3) 前項の申請時において奨学生又はその扶養者(奨学生が被扶養者である場合

に限る。)に市税等の滞納がないこと。 

3 前項の規定に該当する場合は、1年間の返還額から対象となる月(以下「居住月」

という。）分を免除することとする。なお、居住月の要件は、1月のうち住民票を

有する期間が半月以上ある場合とする。 

(延滞利息) 

第11条 奨学生であった者が、正当な理由がなく返還期日までに返還しなかったと

きは、返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10パーセントの延滞利



4 
 

息を徴収することができる。 

2 市長は、奨学生であった者が前項の返還期日までに返還しなかったことについて

やむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞利息を減免するこ

とができる。 

(審議会の所掌事務) 

第12条 条例第14条に規定する飯塚市奨学資金貸付審議会(以下「審議会」という。)

は、奨学生の選考等を調査審議するものとする。 

(審議会の組織) 

第13条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。 

(審議会の委員) 

第14条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が

委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

(審議会の委員の任期) 

第15条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2号に掲げる委員につい

ては、任命されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、解任さ

れたものとする。 

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(審議会の会長及び副会長) 

第16条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、会議を主宰するとともに会議の議事を取りまとめ、速やかに市長に報告

しなければならない。 

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

(審議会の会議) 

第17条 会議は、会長が招集する。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところ

による。 
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(審議会の庶務) 

第18条 審議会の庶務は、教育委員会教育部学校教育課において処理する。 

(会長への委任) 

第19条 第12条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、会長が審議会に諮って定める。 

(補則) 

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規

則(昭和44年飯塚市教育委員会規則第1号)、穂波町育英資金条例施行規則(昭和42

年穂波町規則第5号)又は庄内町育英資金条例施行規則(昭和40年庄内町教育委員

会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相

当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成19年6月26日 規則第61号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成20年3月31日 規則第10号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月31日 規則第17号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年5月9日 規則第26号) 

この規則は、平成24年5月24日から施行する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則第10条第2項の規

定は、平成30年4月1日以後新たに奨学生の決定を受け、奨学資金借用証書を提出
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し、貸付けを受けたものにつき適用する。 

3 この規則による改正前の飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則の規定により貸

し付けられた奨学資金については、なお従前の例による。 
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様式第1号(第3条関係) 

奨学資金貸付申請書 

  年  月  日 

 (あて先)飯塚市長 

○ 飯塚市奨学資金貸付基金条例第8条の規定により、奨学資金の貸付けを受けたいので、

裏面の事項を誓約のうえ、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

貸
付
け
を
申
請
す
る
者 

ふ り が な   
印 性 別 男・女 

本 人 氏 名   

生 年 月 日 年    月    日生(満   歳)     

現 住 所 〒   ―        (電話    ―   ―    ) 

学校学年等 
 学校名 在学年 正規の修業年限 

親
権
者
等 

ふ り が な   
印 

本人との続柄 

親権者氏名   

現 住 所 〒   ―        (電話    ―   ―    ) 

保
護
者
等 

ふ り が な   
印 

本人との続柄 

保護者氏名   

現 住 所 〒   ―        (電話    ―   ―    ) 

同

一
生

計

の
世

帯

状

況 

続柄 氏名 年齢 
同居 

別居 

所得金額(千円) 備考 

(学校名学年) 給与所得額 その他所得額 

本人             

              

              

              

              

              

              

              

  合 計 額       

※1 本人、親権者又は未成年後見人はそれぞれ自筆で署名し押印してください。 

  親権者等が保護者と同じ場合は、保護者欄に「同上」と記入してください。 

※2 添付書類 (1) 住民票の写し (2) 所得証明書 (3) 在学証明書 

       (4) 市長が必要と認める書類の写し(該当がある場合のみ添付) 
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※3 貸付けを受けることができる期間は、貸付けを申請する者(申請者)が在学する学校の

正規の修業期間から申請前に既に在学していた年数を除いた期間です。 

※4 他の奨学金と同時に申請することはできますが、両方ともに受給することはできませ

ん。 

 (誓約事項) 

○ 採用されたときは、奨学生としての自覚を持って勉学に励むとともに、飯塚市奨学資

金貸付基金条例及び同施行規則並びに関係法令を遵守し、奨学資金の貸付けを受けた後、

返還等の義務が生じた場合には、返還等の義務を誠実に履行していくことを誓約いたし

ます。なお、返還にあたり所得状況等について、市県民税課税台帳を閲覧、記録するこ

とを承諾いたします。 

○ 親権者又は未成年後見人及び保護者は、申請者が奨学資金の貸付けを申請することに

同意し、飯塚市奨学資金貸付基金条例及び同施行規則並びに関係法令を遵守し、奨学資

金の貸付けを受けた後、返還等の義務が生じた場合には、連帯保証人として奨学生本人

とともに返還等の義務を誠実に履行していくことを誓約いたします。なお、返還にあた

り所得状況等について、市県民税課税台帳を閲覧、記録することを承諾いたします。 

○ 奨学生と連帯保証人は、奨学資金の返還を滞納した場合は、利息制限法に規定する賠

償額の範囲で延滞利息を支払います。 

申請者本人の自己推薦欄(自筆で記入)※必須 

  

  

  

  

  

  

  

申請者の生活費・学資を負担する者の、申請者本人推薦欄(自筆で記入)※必須 
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様式第2号(第9条関係) 

 

奨学資金返還猶予申請書 

  年  月  日 

 (あて先)飯塚市長 

奨学生本人  住所 

氏名           印 

連帯保証人  住所 

（親権者又は保護者） 

氏名           印 

連帯保証人  住所 

氏名           印 

 

 飯塚市奨学資金貸付基金条例第12条及び飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則第9条の

規定により、奨学資金の返還猶予を受けたいので、裏面の事項を誓約のうえ、関係書類を

添えて申請します。 

 

記 

 

返還すべき期間   年   月 から    年   月 まで 

返還猶予希望の期間   年   月 から    年   月 まで 

返還猶予を希望する 

返還月額 

本来の返還月額 

 

返還猶予を希望する額 

 

返還猶予の事由  

 (誓約事項) 

○ 決定があった場合には、猶予を受けたあとの変更事実を記載した「返還を確約する書

類」を、連帯保証人と連署のうえ速やかに提出いたしますとともに、万一、私が飯塚市

が指定する期日内に提出しない場合は、返還猶予について既に受けた決定を取消されて

も何ら異議を申立てません。 

○ 返還猶予の決定が無いとき又は既に受けた決定を取消されたときは、遅滞なく本来の

返還月額を納入いたします。 



10 
 

様式第3号(第10条関係) 

 

奨学資金返還免除申請書 

  年  月  日 

 (あて先)飯塚市長 

奨学生本人  住所 

氏名           印 

連帯保証人  住所 

（親権者又は保護者） 

氏名           印 

連帯保証人  住所 

氏名           印 

 

 飯塚市奨学資金貸付基金条例第13条及び飯塚市奨学資金貸付基金条例施行規則第10条の

規定により、奨学資金の返還免除を受けたいので、関係書類を添えて申請します。また、

返還免除の許可が無かったときは、遅滞なく奨学資金を返還いたします。 

 

記 

 

貸 付 総 額 円 貸 付 期 間 
     年   月から 

     年   月まで 

返 還 済 金 額 円 返 還 期 間 
     年   月から 

     年   月まで 

返 還 未 済 額 円 
免 除 を 受 け よ 

う と す る 金 額 
         円 

免 除 を 申 請 

す る 理 由 
  

※この申請書には、免除を申請する理由を証する書類（死亡診断書、診断書、市町村長等

の証明書等）を添付すること。 

 









































福祉:文 教委員会資料

平成 29年 9月 20日提出

平成 291午 8月 1日、

飯塚市長
｀ ‐片 峯  誠  様

飯塚市立図書館にかかる指定候補者について (答 申)

ピ標記あことについて、飯塚市指定管理
=

F飯塚市長夕ヽら諮問を受けまし
'■ ■

・
者達定委員会においで木委員答の自主性と独自性を堅持iし 、:厳正中立か

う写童に選定を行_つ た結果、下記めとおり澤定いたしましたので答申tヽ

_た します。  1

飯塚市指定管理者選定委員会´

委 員 長  平
~部

 康 子

1.l.｀選著結果

〉指定候希者τごついては、1茨 あ:も のが適当であぅ「飯琢市立図書館」C
判々断する:    i f:プ  :=

【i指 定候補者】    :

記
ヽ

i   (住  所)東京都文京区大塚二丁目1番 1号  :  
｀
:  ~ マ

|::
(団 体名)株式会社 歯書館流通ャン′■

1           _

(代表者)代表取締役 石井 昭 :           シ_ぶ :



なお、選定評価点数は下表のとお りである
`

団

　

一

体 : 名

選定評価

点数/満点

(平均点/満点)

住 所 東京都文京区大塚三丁 目11番 1号

団体名 株式会社 図書館流通センタ~

代表者 代表取締役 石井 昭  :

559//700

(80/100)

※委員会の附帯意見   :
選定協議の中でく委員から指定候補者となる株式会社 図書館流通セ

:ン タニに対し、次のような附帯意1見 が出された。

撮案された収ネ予算青は堅支が赤字で計上されており、その理由をプ

レゼンテーションにおいて,「 次期 5年間の事業における先行投資に対す

る意気込み」と説明された:しかしてこれは市の募集に係る意図とは異

なると考える。事業の実施においては市と十分に協議を行い、指定管理

委託料等の収入の範囲で施設の効用を最大限に発揮するよう
｀
事業運営に

,努 めること。   1 、

2 選者の経過等

指定候補者の決定に至るまでの経通につぃては、以下のとぉ り 3回 の ・

選走委員会を開催 し、「飯塚市公の施設に係 る指定管理者の指定手続等に

蘭する条例」等に基づき審議した。       1

0`第 1回          ｀      _
1日 時 平成 20年 6月 13日 (火 )午前 9時           |
場所 飯塚市役所 2階  203会議室

飯塚市穂波福祉総合センタ~(現 地調査)    、

1 内容 ① 飯塚市立図書館 (飯 塚 。ちくほ・庄内)の 現坤調査を行

い、施設概要や管理・運営状況を把握した。

i② 選定評価基準及び採点方法を協議し、決定した。



○ 第 2回

日時 平成 29年 7月 10月 (月 )午前 9時        :
場所 飯塚市役所 :2階  2,3会議亀
内容 ① 施設所管課ヽのヒアリング及び申請者から提出された

書類を審査した9

② 7・ レゼンテージャンに際してあ協議を行ならた。

Q第 3回     |    ■
1  同時 平成

'9年

7月 21日 (金 )午後 1時 30分  :
場所 飯塚市役所 4階 :入札室 :

内容 ① 申請者にょる事業計画等のプ´ゼンテ,シ ョン
｀   ② 施設の管理・運営、′収支予算(利用者の対応などの考え

.    ~方 等にういて申請者に確認した。

O 選考基準に基づく採点及び審議   1
別紙めとおり選定基準による採点を行らた。

本委員会 としては慎重なる選定作業を行い、協議した結
:   果、前記の申請者を指定候補者とすることが適当である

と判断した。                1

審議に1お ける基本的考え方    1          .

指定候補者の選定にあたつては、次の基準に照らして審査することを

基本 とした。                   、

(1)指 定管理施設の利用に関し不当な差別的取扱いが行われ'る おそれ

がないこと。

(2)事業計画が、ヽ指定管理施設の設置目的に即した適切なものである

こと。

(3)指 定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減

が図 られるものであること。                  ,
(4)指 定管理施設の管理を安定 して行 う物的能力及び人的能力を有 1/

: そいること。        1        1
(5)前各号に掲げるもののほか、市景等が指定管翠施設の性格スは日:

的に応じで別に定める基準に導合していること。1


